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 はじめに 

 

我が国では高齢者人口の増加に伴い認知症の人が増加し続け、令和７年度には 65

歳以上の高齢者の５人に１人が認知症になると推計されています。認知症は今や誰

もが関わる可能性がある身近なものであり、すべての人が、当事者意識をもって認

知症と向き合うことが求められています。 

国においては、令和元年６月に「認知症施策推進大綱」が閣議決定され、認知症

になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人やその家族

の視点を重視しながら、「共生」と「予防」を車の両輪として施策を推進することが

示されています。本市においても、「明石市高齢者いきいき福祉計画及び第８期介護

保険事業計画（令和３年度～令和５年度）」の中で、「認知症施策推進大綱」を踏ま

え、認知症施策を展開しています。 

他方、新型コロナウイルス感染症の拡大により、認知症の人を含めた在宅での支

援や介護を要する人は、介護サービスを利用する際の制約等の生活環境の変化によ

って日常生活に大きな影響を受けています。そのため、本市では、令和２年 10 月か

ら「認知症あんしんプロジェクト」を立ち上げ、認知症早期支援事業の対象年齢の

引き下げ等既存の施策の拡充とともに、認知症サポート給付金の支給、あかしオレ

ンジ手帳やサポート無料券の交付など独自の施策を展開してきました。 

本条例は、このような社会情勢の変化に対応し、市や認知症の関係機関だけでな

く、市民や事業者等もともにそれぞれの役割のもと連携しながら、自らの意思でま

ちづくりに取り組むため、以下の３点、 

① 認知症になっても安心して暮らせるまちづくりの基本理念 

② 市の責務並びに市民、事業者、地域組織及び関係機関の役割 

③ 市の施策の基本事項 

を定めています。 

この条例における支援の対象は「認知症の人及び家族」としています。本市では

誰一人取り残さない共生社会の実現を目指しており、介護を担う家族も対象として

います。また、認知症の人の社会参加を支援することも規定しています。認知症の

人が生き生きと活動している姿は、認知症への見方を変えるきっかけとなり、多く

の認知症の人に希望を与えるものです。 

今後も本条例に基づき、関係機関等と協力しつつ、認知症の人や家族にやさしい

まちづくりを進めてまいります。 
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【認知症施策推進大綱（令和元年６月 18 日）（抜粋）】 

Ｐ３ １基本的考え方 

認知症はだれもがなりうるものであり、家族や身近な人が認知症になることなどを含め、多くの人にとって身

近なものとなっている。認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目

指し、認知症の人や家族の視点を重視しながら、「共生」と「予防」を車の両輪として施策を推進していく。 

【明石市高齢者いきいき福祉計画及び第８期介護保険事業計画（抜粋）】 

Ｐ66 ２．認知症の人や家族への支援の充実 

（抜粋）認知症の人の意思が尊重され、認知症の人やその家族が、安心して自分らしく暮らし続けていける共

生社会「認知症にやさしいまち明石」を目指して施策を総合的に推進します。施策の推進にあたっては、令和

元年６月に国より発表された認知症施策推進大綱に沿って進めていきます。また、令和２年 10 月より「認知症

あんしんプロジェクト」を発足し、「本人の尊厳確保」「家族負担の軽減」「地域の理解促進」を基本方針として、

さらなる取組を推進していきます。 

【認知症あんしんプロジェクト（令和２年 10 月～）】 

本市では、令和２年 10 月から「認知症あんしんプロジェクト」を立ち上げ、認知症早期支援事業の対象年齢の

引き下げ等既存の施策の拡充とともに、認知症サポート給付金の支給、あかしオレンジ手帳やサポート券の交

付など独自の施策を展開。新型コロナウイルス感染症の拡大や外出自粛の影響で、これまで以上に機能低下が

進む認知症の人やその家族を支援している。 
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第１章 総則（第１条～第３条） 

 （目的） 

第１条 この条例は、認知症の人等を社会全体で支え合うことが高齢社会における

課題であり、共生社会の実現に資することを鑑み、認知症の人等に対する支援を

総合的かつ効果的に推進するため、その基本理念を定め、明石市（以下「市」と

いう。）の責務等を明らかにし、及び基本的施策その他の基本となる事項を定め

ることにより、認知症になっても誰もが安心して暮らせるまちづくりを実現する

ことを目的とする。 

 【解説】 

本条は、条例の目的を規定しています。 

 高齢化の進展に伴い認知症の人の増加が見込まれる中、市民一人ひとりが認

知症について向き合い、認知症の人や家族の意思が尊重され、認知症になって

も住み慣れた地域で安心して生活することができるまちづくりを、認知症の人

や家族をはじめ、市や市民、関係者がともに連携して推進するため、本条例を

制定しました。 

 誰もが認知症となる可能性があり認知症の人が地域で増える中、認知症に関

する専門機関だけではなく、地域全体で支え合うことが必要になっています。

今後、認知症施策や取組を効果的に進めるためには、市や市民等が基本理念を

共有し役割を果たすことが重要となります。 

 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(１) 認知症 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５条の２第１項に規定

する認知症をいう。 

(２) 認知症の人等 認知症の人及びその家族をいう。 

(３) 市民 市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。 

(４) 事業者 市内において事業活動を行う者又は団体をいう。 

(５) 地域組織 明石市自治基本条例（平成２２年条例第３号）第１７条第１項

に規定する協働のまちづくり推進組織、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２６０条の２第１項に規定する地縁による団体その他一定の区域に居住す

る者等により構成される団体をいう。 
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(６) 関係機関 認知症に関する医療、介護、支援等に携わる機関（地域組織を

除く。）をいう。 

【解説】 

 本条は、条例で使用する用語の定義を規定しています。 

 「認知症」は、加齢によるもの忘れとは異なり、脳の病気により日常生活に

支障をきたすほど認知機能が低下した状態です。また、若くても発症すること

があり 65 歳未満で発症した認知症を若年性認知症といいます。 

 「認知症の人等」は、認知症の人だけではなく、その家族も定義に含んでい

ます。認知症施策や取組においては、認知症の人に対する支援と同様に、家族

に対する支援も重要です。以降の解説においても「認知症の人と家族」を「認

知症の人等」とします。 

 「市民」は、市内に居住している人に限らず、仕事や学校などで明石市に来

られる人も含んでいます。市民にもこの条例の理念を理解していただくことが

重要です。 

 「事業者」は、小売店や公共交通機関、金融機関等、市内において事業活動

を行う事業者を指しています。 

 「地域組織」は、協働のまちづくり推進組織、地域活動を行う団体を指しま

す。例えば、自治会や町内会、「認知症カフェ」や「認知症家族会」等も含まれ

ます。 

 「関係機関」は、地域総合支援センター、かかりつけ医、介護施設、支援団

体等、認知症に関する専門知識を有した機関を指します。 

 

【介護保険法（平成９年法律第 123 号（抜粋）】 

（認知症に関する施策の総合的な推進等） 

第５条の２第１項 （抜粋）認知症（アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患によ

り日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態をいう。） 

【明石市自治基本条例（平成 22 年条例第３号）（抜粋）】 

（地域コミュニティ） 

第 17 条第１項 （抜粋）地域の多岐にわたる課題に総合的に対応するための組織（以下「協働のまちづくり

推進組織」という。） 

【地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）（抜粋）】 

第 260 条の２第１項 （抜粋）町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づい
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て形成された団体（以下本条において「地縁による団体」という。） 

 

 （基本理念） 

第３条 市並びに市民、事業者、地域組織及び関係機関（以下「関係機関等」とい

う。）は、次に掲げる基本理念に基づき、認知症になっても安心して暮らせるま

ちづくりを推進するものとする。 

(１) 認知症の人等の意思決定に係る支援が適切に行われるとともに、認知症の

人等の自発的意思が尊重され、その尊厳が重んぜられること。 

(２) 認知症の人等の視点に立って取り組み、認知症の人等が必要な支援を受け

ることができる支援体制の実現を目指すこと。 

(３) 認知症に関する正しい知識及び理解を深め、各々の役割及び責務を認識

し、相互に連携し支え合う地域社会の実現を目指すこと。 

【解説】 

 本条は基本理念を規定しています。認知症に関する、市の基本的な姿勢や考

え方を明らかにするものであり、認知症になっても安心して暮らせるまちづく

りを推進するため、以下３点を掲げています。 

① 認知症の人等の尊厳確保 

   市や関係機関等は、認知症の人等の意思を尊重しその支援をしていくことを

規定しています。認知症の人が、住み慣れた地域において地域の一員として自

分らしく生きるためには、その意思が尊重されることが重要です。また、認知

症のケアについては家族の協力も必要不可欠であり、認知症の人だけでなく、

家族の意思も尊重されることが重要です。市や関係機関等は、認知症施策や取

組を行う際に、認知症の人等が意見を発する機会を積極的に設ける等、認知症

の人等の視点に立つことが重要です。 

② 認知症の人への支援、家族の負担の軽減 

   認知症の人は、診断直後等は認知症の受容ができず不安が大きくなり、家族

には過度な負担がかかっていることがあります。認知症の人には初期診断から

継続した支援、家族には介護サービス等を通してその負担を軽減させることが

重要です。 

③ 地域での支えあい・地域づくり 

   認知症は誰もがなりうるものであり、多くの人にとって身近なものとなって

います。そのため、地域に住む人達が自分のこととしてとらえ、普段から支え

合う意識を持つことが重要です。市や関係機関等が当事者意識をもって認知症
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への理解を深め、それぞれの責務と役割のもとに相互に連携することが重要で

す。 



- 8 - 

 

第２章 市の責務及び関係機関等の役割（第４条～第９条） 

 （市の責務） 

第４条 市は、前条に規定する基本理念にのっとり、関係機関等と連携しながら、

次に掲げる施策を総合的に推進するものとする。 

(１) 認知症に関する正しい知識の普及並びに認知症の人等に対する支援に必

要な情報の収集、整理、分析、提供及び研究 

(２) 認知症の人等に対する支援に係る人材の育成及び資質の向上を図るため

の施策 

(３) 認知症の人等を地域の連携及び協働によって支え合うまちづくりを推進

するための取組及び環境整備に関する施策 

(４) 前３号に掲げるもののほか、認知症の人等が地域で安心して暮らすために

必要な支援 

【解説】 

 本条では、市の責務を規定しています。 

 市は、市民の誰一人取り残さない、やさしいまちづくりの推進のために、総

合的に様々な取組を進めています。 

 認知症施策等もこの一環であり、市は市民に一番近い基礎自治体として、地

域の実情に応じて、リーダーシップを持って施策等を展開します。具体的には、

「認知症あんしんプロジェクト」の継続、認知症サポーターの地域活動の支援

等の明石市独自の施策に取り組みます。 

 また、認知症に関する最新の知見や他市の状況の収集や提供を行います。 

 認知症になっても安心して暮らせるまちづくりのためには、一人ひとりが正

しい知識や技能を身に付け基本理念を共有し、様々な主体や団体が相互に連携

し合うことが重要です。そこで、市では市民や関係機関等に対して、知識、技

能の普及啓発を行うとともに、連携や協働を推進します。 

 

 （認知症の人等の役割） 

第５条 認知症の人等は、安心して暮らせるまちを築くために、自らの希望、思い、

気づいたこと等を、市及び関係機関等に発信するものとする。 

２ 認知症の人等は、地域の一員として、自らの意思に基づき社会参加を行うもの

とする。 

【解説】 
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 本条では、認知症の人と、家族の役割を規定しています。 

 第１項では、認知症の人ができることを活かして希望や生きがいを持って前

向きに暮らす姿は、多くの認知症の人に希望を与えるとともに、地域における

認知症への理解を進めることとなります。認知症の人等が自らの思い（希望や

思い、気づいたこと等）を周囲に発信することも社会参加につながります。認

知症の人等も地域社会の一員として、可能な範囲で自分の思いを発信していた

だきたいと考えています。 

 第２項では、認知症の人等が自らの意思に基づき社会参加を行うことを規定

しています。例えば、認知症の人が自らの気持ちや意見を表明し、地域の人と

交流することも社会参加となります。認知症の人等の意向を尊重するためには、

その人の思いを、市や関係機関等が知る必要があります。市や関係機関等は、

施策等を行う際に、認知症の人等が意見を発する機会を積極的に設けて、その

意向を尊重することが重要です。 

 

 （市民の役割） 

第６条 市民は、誰もが認知症になる可能性があるものとして認識し、認知症に関

する正しい知識を持ち、その理解を深めるよう努めるものとする。 

２ 市民は、認知症の人等が安心して暮らし続けることができるまちづくりを推進

するため、交流、見守りその他の市民相互の支え合いに取り組むよう努めるもの

とする。 

３ 市民は、市及び他の関係機関等が実施する認知症の人等に関する施策及び取組

に協力するよう努めるものとする。 

【解説】 

 本条では、市民の役割を規定しています。 

 第１項では、市民は、認知症についての理解を深めるよう努めることを規定

しています。認知症の人等が自分らしく暮らせる社会を実現するためには、市

民一人ひとりが、認知症の人等の視点に立つ必要があります。そのため、市民

は認知症に関する正しい知識を持ち、理解を深めながら、積極的に認知症の人

等と関わっていくことが重要です。また、自分も認知症になるということを自

覚し、その理解を深めようとする姿勢も大切です。 

 第２項では、市民は、認知症の人等を地域で支え合うため、交流や見守活動

等にできる範囲で取り組むことを規定しています。社会的孤立の解消や見守り、

運動不足・生活習慣の改善等の関係機関等が実施する施策に参加するよう努め
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ることが重要です。 

 第３項では、市が行う認知症施策等に対して市民は協力するよう努めること

を規定しています。認知症への理解促進、認知症の人等との交流や見守り等の

取組に関しても、可能な範囲で協力することは、自身に対する認知症の備えに

もつながることから自発的に参加いただくことが重要です。 

 

 （事業者の役割） 

第７条 事業者は、認知症に関する理解を深めるとともに、従業員等に対し必要

な教育を行い、認知症の人等の状況に応じて適切な配慮を行うよう努めるもの

とする。 

２ 事業者は、認知症の人等が働きやすい環境の整備及び認知症の人等の就労の

継続のために必要な配慮を行うよう努めるものとする。 

３ 事業者は、市及び他の関係機関等が実施する認知症の人等に関する施策及び

取組に協力するよう努めるものとする。 

【解説】 

 本条では、事業者の役割を規定しています。 

 第１項では、事業者は、自ら認知症に関する理解を深め、従業員に対し認知

症を正しく理解し、適切な配慮が行われるよう教育し、さらに、認知症の特性

に応じた対応ができる環境づくりに努めることを規定しています。普段の生活

の中で適切な対応がなされることにより、認知症の人等が安心して暮らせるよ

うになります。 

 第２項では、認知症の人等の就労の継続と認知症の特性に応じた就労への配

慮や、介護状況に応じた配慮を可能な範囲で事業者へ求めることを規定してい

ます。若年性認知症の人は、本人やパートナーが現役世代であり、病気のため

に仕事に支障が出たり、離職を余儀なくされることで、家族全体の生活へ大き

な影響を与える可能性があります。事業者が可能な範囲において配慮を行うこ

とで、認知症の人も社会の一員として、その有する力を活かすことができるよ

うになり、認知症になっても安心して暮らせるまちづくりが進みます。 

 第３項では、市が行う認知症施策等に対して事業者は協力するよう努めるこ

とを規定しています。例えば、「認知症あんしんプロジェクト」の啓発やあかし

オレンジサポーター協力事業所への登録、認知症施策の会議への参画等が考え

られます。 
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 （地域組織の役割） 

第８条 地域組織は、認知症に関する理解を深め、認知症の人等の生活の状況の

見守りその他の支援を行うとともに、認知症の予防に関する活動、認知症の人

等及び地域住民が相互に交流を図ることができる居場所づくり等に積極的に

取り組み、認知症の人等が安心して暮らせる環境の整備に努めるものとする。 

２ 地域組織は、市及び他の関係機関等が実施する認知症の人等に関する施策及

び取組に協力するよう努めるものとする。 

【解説】 

 本条では、地域組織の役割を規定しています。 

 第１項では、地域組織が認知症に対する正しい知識と理解を持って、認知症

の人等を見守る体制や認知症予防活動の整備に努めることを規定しています。

例えば、居場所としての「認知症カフェ」や家族へのケアとしての「認知症家

族会」等、これまでも地域組織によって地域で支え合う取組が進められてきま

した。引き続き、市がこれらの取組を支えるとともに、地域における自主的な

活動に対しても市や関係機関等は支援や連携を行っていくことが必要です。 

 第２項では、市が行う認知症施策等に対して地域組織は協力するよう努める

ことを規定しています。地域の実情は様々であるため、地域の特性を把握して

いる地域組織と認知症施策等を推進する市が連携することで、市民一人ひとり

に寄り添う地域づくりを推進します。 

 

 （関係機関の役割） 

第９条 関係機関は、認知症に関する専門的な知識及び技能を向上させ、及び認

知症の人等に適切なサービスが提供されるよう努めるものとする。 

２ 関係機関は、認知症に関する専門的な知識及び技能を活用し、認知症に関す

る正しい知識の普及及び啓発を行うとともに、認知症の人等を支援する人材の

育成に努めるものとする。 

３ 関係機関は、市及び他の関係機関等が実施する認知症の人等に関する施策及

び取組に積極的に協力するよう努めるものとする。 

【解説】 

 本条では、関係機関の役割を規定しています。 

 第１項では、関係機関は、認知症に関する専門家として、専門知識や技能の

向上に努めることを規定しています。また、認知症に早期に気づき適切なサー

ビスにつなげるため、地域総合支援センターや医療機関等の関係機関が相互に
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連携し、適切な対応ができる体制を築くとともに、認知症の人等に困りごとが

あればすぐに相談できる関係を普段から作っていくことが重要です。 

 第２項では、適切なサービスを提供するとともに、その知見を活かして、他

の関係機関等に対し情報提供、啓発等の取組を行うことを規定しています。認

知症の人等を支援できる人材の確保・育成に努めることも規定しています。 

 第３項では、関係機関は、市が行う認知症施策等の実施に際して、市と協議

することや地域における課題を共有する等を行うよう努めることを規定してい

ます。 
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第３章 基本的施策（第 10 条～第 16 条） 

 （知識の普及及び人材育成等） 

第１０条 市は、第５条第１項に規定する認知症の人等による発信を支援すると

ともに、市民、事業者及び地域組織が認知症に関する正しい知識を持ち、理解

を深めることができるよう、広報その他の啓発活動を行うものとする。 

２ 市は、関係機関と連携し、医療及び介護に従事する者が認知症の人等を支援

するために必要な知識及び技能の向上を図るものとする。 

３ 市は、認知症サポーター（国が定める認知症サポーター養成講座を受講し、

認知症に関する正しい知識を持って地域又は職域で認知症の人等を支える者

をいう。以下同じ。）の養成を推進するものとする。 

４ 市は、認知症予防に関する啓発及び知識の普及を行うとともに、関係機関等

が主体的に実施する認知症予防に関する活動を支援するものとする。 

【解説】 

 本条では、市が実施する基本的施策のうち、知識の普及及び人材育成等につ

いて規定しています。 

 第１項では、認知症の人等による発信を支援するとともに、啓発活動を行う

ことしています。周囲の人が認知症に対する知識を持ち、理解を深めることが、

認知症の人等に対する正しい対応と支援につながります。啓発活動を引き続き

進めるとともに、認知症の人等が自分の思いを発信できる機会の場を作ってい

きます。 

 第２項では、医療や介護の適切なサービスを提供するには、認知症に関する

専門知識や技術の向上が求められることから、市も関係機関と協力し、従事者

の知識、技能の向上を図っていくこととしています。 

 第３項では、認知症サポーターの養成を推進することとしています。認知症

に対する正しい知識と理解を持ち地域で認知症の人等に対してできる範囲で手

助けする認知症サポーターや講座の講師役となるキャラバン・メイトは、全国

で養成されており、認知症になっても安心して暮らせるまちづくりに取り組ん

でいます。市ではこれまでも認知症サポーター養成講座やキャラバン・メイト

養成講座を積極的に展開してきました。令和３年より認知症サポーターを「オ

レンジサポーター」と市内での呼び名を変更し、キャラバン・メイトとともに

より一層の講座受講の推進を図ります。 

 第４項では、「認知症施策推進大綱」において、社会参加による社会的孤立の
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解消や役割を持つこと等が認知症の発症を遅らせることができる可能性がある

とされており、地域における交流や運動等、認知症予防に関する取組について

市が支援することとしています。地域において高齢者が身近に通える場を整備

するとともに、認知症の人のみならず高齢者を対象とした社会参加活動の場も

活用し、予防に役立つ可能性のある活動を支援することとしています。 

 

 （早期支援等） 

第１１条 市は、認知症の疑いのある人に早期に気づき、及び認知症の人等が早

期に必要な支援を受けられるよう、相談体制の整備及び充実を図るものとする。 

２ 市は、認知症に関する相談を行った者等に対し、その状況に応じて切れ目な

く支援を行うため、必要な施策を講じるものとする。 

３ 市は、前２項の施策を推進するため、明石市地域総合支援センター条例（平

成２９年条例第２１号）に規定する地域総合支援センターを中心として関係機

関相互の連携協力体制の整備を図るものとする。 

【解説】 

 本条では、市が実施する基本的施策のうち、早期支援等について規定してい

ます。 

 第１項では、認知症の疑いがある人に早期に気づき、認知症の人が安心して

暮らしていけるよう適切に対応しています。地域の高齢者等の保健医療・介護

等に関する相談窓口である地域総合支援センターを整備し相談体制を築くとと

もに、認知症に関することなら何でも電話相談できる「認知症相談ダイヤル」

を明石市社会福祉協議会に設置する等、身近で相談しやすい体制を築いていま

す。 

 第２項では、相談者等に対してその人の状況にあった継続的支援を行うこと

としています。市においては、複数の専門職が、認知症の疑いがある人や認知

症の人等に対して訪問等を実施し、包括的・集中的な支援を行う認知症初期集

中支援チームを設置しています。また、認知症と診断された人に対して、認知

症に関する知識やサービス等を掲載したあかしオレンジ手帳を発行する等、初

期対応からの継続支援につなげています。 

 第３項では、前２項に掲げた相談支援体制の整備と継続的支援については、

地域総合支援センターを中心とした関係機関の連携協力体制を整備することと

しています。認知症の人に対する早期の気づきや初期の対応には、地域の機関

との普段からのネットワーク形成が重要です。地域の機関とは、医療機関や介
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護施設等の地域の関係機関だけではなく、「本人の変化に早期に気づく」という

観点からは、例えば、スーパーマーケットや金融機関等の地域の事業者との連

携も重要です。 

 

 （認知症の人等への支援） 

第１２条 市は、認知症の人等が住み慣れた地域で日常生活を営むことができる

よう、次に掲げる支援を行うものとする。 

(１) 認知症の人等に対して適時に、適切な支援を実施するための医療及び介

護の連携体制並びに施設の整備 

(２) 認知症の人が行方不明となることを未然に防止するための、関係機関等

と連携した地域における見守り体制の整備 

(３) 認知症の人が安心して自立した生活を営むための、認知症の人の就労の

継続等のために必要な支援及び必要な社会保障制度が確実に提供されるため

の支援 

【解説】 

 本条では、市が実施する基本的施策のうち、認知症の人等への支援について

規定しています。 

 （１）では、その時々の本人の状態に応じた医療や介護の提供や、家族の介

護状況に応じた適切な支援ができるよう、医療と介護の連携を推進するため体

制や施設の整備についても規定しています。 

 （２）では、認知症の人が行方不明にならないため、地域での見守り体制の

整備を行うこととしています。これまでも、民生児童委員による地域の見守り

をはじめ、明石市社会福祉協議会による見守りネットワーク事業など重層的に

行っています。地域における理解を進めることは、日頃からの声かけ等、地域

における見守り体制の強化につながります。 

 （３）では、認知症の人等の就労とその継続、必要とされる社会保障制度へ

つなげるための支援を行うこととしています。本条においては、事業者の役割

として、働きやすい環境の整備や就労の継続に配慮することを規定しており、

市もこれを支援することとしています。また、認知症の人等が安心して自立し

た生活を営むためには、就労だけでなく、必要な社会保障制度につなげること

が重要です。認知症の人等の支えとなる制度は、介護、医療、労働等の多岐の

分野を横断するため、全体像が複雑で把握が難しいことが特徴です。本項はこ

れらの課題を横断的に対応していくこととするものです。 
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 （地域づくり及び社会参加の推進） 

第１３条 市は、地域における支え合いの意識の醸成、認知症の人等が社会での役

割及び生きがいを持って活動することができる社会参加の場の確保等、認知症に

なっても地域の一員として社会生活を営むことができる社会の実現に向けて、支

援を行うものとする。 

２ 市は、関係機関等と連携し、認知症の人等に対する支援活動に意欲のある認知

症サポーターが地域で活動するために必要な施策を実施するものとする。 

【解説】 

 本条では、市が実施する基本的施策のうち、地域づくり及び社会参加の推進

について規定しています。 

 第１項では、認知症の人等が地域の一員として生きがいを持って社会生活を

送るための地域づくりを行うこととしています。認知症の人等と地域に住む

方々との間に、日頃からのコミュニケーションや活動を通じて、顔の見える関

係を築き上げることが大切です。その関係性を構築することで、周囲の人が本

人の変化に早期に気づきその後の対応につながります。また、認知症の人等の

住み慣れた地域での活動や交流が、本人の認知症状の緩和や生きがい、家族の

介護支援につながります。 

 第２項では、意欲のある認知症サポーターに対して、更なる研修を行い、地

域等で活躍する取組を進めることとしています。「認知症施策推進大綱」におい

ては、認知症サポーターに対してステップアップ講座を実施し、認知症の人等

への具体的な支援につなげる仕組みを構築することとされており、全国でも同

様の取組が進められているところです。市においては、オレンジサポーター養

成講座のステップアップ講座であるシルバーサポーター養成講座やゴールドサ

ポーター養成講座を独自に創設・開催し、地域支援等につなげていくこととし

ています。 

 

 （成年後見制度の利用促進等） 

第１４条 市は、認知症の人の権利利益の保護を図るため、成年後見制度の利用の

促進及び市民後見人（成年後見制度に基づく後見等の業務を適正に行うことがで

きる者として家庭裁判所が選任するものをいう。）の養成を行うものとする。 

【解説】 

 本条では、市が実施する基本的施策のうち、成年後見制度の利用促進等につ
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いて規定しています。 

 認知症により判断能力が低下した人の権利や財産を守るため、成年後見制度

の利用の促進及び市民後見人の養成を行うこととしています。これまで、市で

は法的な側面から認知症の人を支援する成年後見人制度の普及促進に関する取

組を後見支援センターや地域総合支援センターで行っており、認知症の人等が

安心して安全に自分らしく暮らし続けられるよう、さらに成年後見制度を推進

していくことを改めて規定するものです。 

 

 （関係機関等との連携及び情報共有） 

第１５条 市は、認知症に関する施策を推進するため、必要に応じて関係機関等と

の情報共有及び連携強化を行うものとする。 

【解説】 

 本条では、市と関係機関等が情報共有や連携を行い、認知症施策を進めるこ

ととしています。医療や介護等の機関だけでなく、認知症の人が日常的に利用

するスーパーマーケットや金融機関等との協力が必要です。また、認知症の人

等の困りごと等に関して関係機関等で共有し対応を考えることも重要です。 

 市は、関係機関等と意見交換等を行う認知症あんしんネットワーク会議を開

催し、明石市医師会と「認知症施策に関する包括連携協定」を締結する等の連

携を進めています。 

 

 （非常時等の対応） 

第１６条 市は、感染症、災害等の発生時における認知症の人等の安全確保に資す

るため、関係機関等と連携し、必要な施策を講ずるものとする。 

【解説】 

 本条では、市が実施する基本的施策のうち、感染症や災害発生時等の非常事

態に際し、認知症の人等の安全確保のため、市が関係機関等と連携し対応する

こととしています。 

 例えば、大雨による洪水により避難が必要な場合に迅速に支援するため、本

人の同意のもと住所等の基礎情報を得ており、関係機関等と連携し非常時の対

応に備えています。 
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第４章 雑則（第 17 条） 

 （委任） 

第１７条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

【解説】 

この条例の施行について必要となる事務の詳細は別途定めます。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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（参考）第３章（第 10条～第 16条）の認知症基本的施策について 

 

 

  条例の第３章においては、基本的施策を掲げ、明石市内の認知症施策について列挙しています。その具体的な

中身については主に以下を想定しています（令和４年４月現在）。 

 

 第 10条 知識の普及及び人材育成等 

事  業 内  容 

「認知症のキホン」 

（認知症ケアパス） 

の活用 

 認知症の症状の進行に合わせて利用できるサービスや制度等の標準的な流れ

を示したガイドブック「認知症のキホン」を活用し、認知症に対する啓発や制度

の利用等に繋げている。(市窓口、地域総合支援センター等に設置) 

若年性認知症の 

周知啓発 

 認知症ケアパスに加え、「若年性認知症のキホン」を作成し、若年性認知症の人が

利用できる制度や相談窓口等を掲載案内。 

「明石市高齢者福祉

月間」の設置 

 ９月を「明石市高齢者福祉月間」と定め、地域主催の敬老会や高齢者の活動表彰

などの敬老事業などとともに、認知症啓発イベント等を集中的に実施し、まち全体

で高齢者支援や認知症理解に対する機運を高め、高齢になっても安心して暮らせる

まちづくりにつなげる。 

若年性認知症の支援

体制整備 

 市福祉局職員および地域総合支援センター職員を対象にした若年性認知症応対研

修の実施や相談対応職員の配置等。 

オレンジサポーター

（認知症サポーター）

の養成 

 認知症の正しい理解を深めるため、講師（キャラバン・メイト）が市内各地に出

向いて講座を開催し、認知症を正しく理解し、認知症の人やその家族を温かく見守

る応援者であるオレンジサポーター（認知症サポーター）を養成。 

認知症予防事業 
 認知症の予防や進行の抑制を目的とした認知機能トレーニングを行う等の地域組

織の活動を支援する。 

参考資料 
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 第 11条 早期支援等（相談体制の整備を含む） 

事  業 内  容 

相談体制の充実 

 認知症について気軽に相談できるよう、市内６か所に地域総合支援センターを

設置。また、認知症に関することなら何でも電話相談できる「認知症相談ダイヤ

ル」を明石市社会福祉協議会に設置。 

精神保健相談 
 専門医師と保健師、ケースワーカー等が訪問し、相談や保健福祉サービスの紹介

を行う。 

認知症早期支援事業

（診断費用助成制度） 

 市が作成する認知症チェックシートを提出した人で認知症の疑いがある人に対し

受診を勧奨し、医療機関で認知症の受診をした場合の医療費を助成。また、認知症

の診断を受けた人に対し、タクシー券又は徘徊検索端末の基本使用料を助成。 

＜助成内容＞ 〔対象：６５歳以上、若年性認知症の方〕 

① チェックシート提出者：図書カード 500円分 

② 診断費用：無料  

③ 認知症と診断された人：タクシー券（6,000円分）又は 

居場所検索用端末基本使用料１年間分 

認知症サポート給付金 

の支給 

医療機関で認知症と診断され、在宅で生活している人に２万円を支給し、給付金

申請を契機に早期の支援や見守りにつなげる。 

あかしオレンジ手帳の

発行 

 認知症の人（認知症サポート給付金の受給者）に対して、認知症の支援方法や相

談機関、支援サービスなどの各種情報を掲載した手帳を交付。医療受診や介護サー

ビスの利用状況も経年的に記載できるようにし、医療や介護等の連携を図ることで、

総合的な支援につなげる。 

認知症初期集中 

支援チーム事業 

 認知症の人やその疑いがある人で、継続的な医療サービスや介護サービスを受け

ていない人を対象に社会福祉士、保健師等の専門職が家庭等を訪問し、本人や家族

に集中的に関わり、適切な支援につなげる。 
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 第 12条 認知症の人等への支援 

事  業 内  容 

日常生活用具の給付 

 在宅の認知症やねたきり等の一人暮らし又は二人暮らしの高齢者等に、電磁調理

器、火災警報器、自動消火器を給付。 

〔対象：６５歳以上の要介護認定「要介護１以上」のひとり暮らし等の世帯（非課

税世帯）〕 

家族介護用品の支給 

 認知症や寝たきり等の介護を要する人を自宅で介護する家族に対し、介護用品（紙

おむつや尿パッド等 月額上限 8,000円）を毎月配達により支給し、介護者の負担軽

減を図る。また配達員による見守り支援サービスを令和２年 7 月から開始。同時に

対象を介護度３以上に拡充し実施中。（従来：要介護４以上） 

〔対象：要介護３以上の介護者（非課税世帯）〕 

家族介護手当 

 在宅の介護を要する高齢者の介護者に手当（年額 100,000円）を支給。 

〔対象：６５歳以上の要介護認定「要介護４・５」の方で介護保険のサービス等を

過去 1年間受けていない人の介護者（非課税世帯）〕 

通院タクシー利用券

の交付 

 一般の公共交通機関を利用することが困難な要介護状態の在宅高齢者に対し、通

院用のタクシー利用券を交付。（年額最高：24,000円分） 

〔対象：要介護認定「要介護１」以上の在宅高齢者〕 

運転免許証の返納支

援 

 

 運転免許を自主的に返納した市民に、図書カード 3,000 円分または交通系ＩＣカ

ード（ＩＣＯＣＡ）3,000円分（デポジット 500円分含む）を贈呈。また、返納を勧

めた人がいる場合、勧めた人（市民に限る）にも、図書カード 1,000円を贈呈。 

〔対象：６５歳以上の方〕 

３つのサポート無料

券 

 「あかしオレンジ手帳」の交付時に以下のサポート無料券（あんしんチケット）

を配付し、介護者の負担軽減を図る。 

①あかしオレンジ弁当券（本人及び介護者の弁当を無料で宅配） 

② 寄り添い支援サービス券（見守り、話し相手、外出時の付き添いなどの支援） 

③ お試しショートステイ券 

グループホーム等の

整備 

 認知症の高齢者が住み慣れた地域で暮らしを続けていけるよう、認知症対応型共

同生活介護（グループホーム）等地域密着型サービスの拡充に努める。 
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要援護者見守り 

ＳＯＳネットワーク事

業 

 認知症の人の家族等が事前に登録し、認知症の人が行方不明になった際に早期に

気づき、保護につなげるよう、メールを特定の協力者へ一斉送信する。 

〔対象：６５歳以上の認知症の人〕（実施主体：社会福祉協議会） 

ＧＰＳ(居場所検索用端

末機)の貸与 

 認知症高齢者が行方不明になった場合の居場所の早期発見、事故防止および家族の

負担軽減を図るため、認知症高齢者を介護している家族に、居場所検索用端末機を貸

与。 

〔対象：６５歳以上の認知症高齢者を介護する家族等〕 

認知症介護家族会 

（あった会） 

 認知症高齢者等を介護している家族や本人、介護経験者等が集い、介護体験の交

流を行い、助言や情報の提供を行う。 

若年性認知症家族会 

（ひまわり） 

 若年性認知症の人を介護している家族や本人、介護経験者等が集い、介護体験の

交流を行い、助言や情報の提供を行う。 

   

第 13条 地域づくり及び社会参加の推進 

事  業 内  容 

認知症カフェ助成 

 認知症の人とその家族、地域住民、専門職等が、お互いの悩みを話したり、情報

交換を行う、集いの場の開催に対する助成金の交付。 

＜助成内容＞ 

・開設助成金：上限 20,000円 

・運営助成金：年額上限 120,000円 

・特別助成金：年額上限 20,000円 

キャラバン・メイト養

成講座の実施 
 オレンジサポーター養成講座にて講師役となる人を養成する講座を実施。 

ゴールドサポーター、

シルバーサポーターの

養成 

 オレンジサポーター養成講座受講済みの人を対象に、地域で活動するための研修

を実施し、地域での活動の場の提供や自主活動への支援を実施。 
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高齢者見守り協定 
 高齢者と関係の深い事業者と協定を締結し、事業活動を通じて高齢者の安否確認

や見守りを実施、異変があれば市へ連絡してもらえるよう協定を締結。 

あかしオレンジサポー

ター協力事業所 

 従業員の複数名がオレンジサポーターの事業所を「あかしオレンジサポーター協

力事業所」に認定。店頭等に貼れるステッカーを配付。登録事業所をＨＰ上で公開。 

高齢者応援企業認定 

事業 

 高齢者を支援する活動を行っている企業を応援企業に認定し、まちぐるみで高齢

者を応援する体制づくりを促進する。企業向けオレンジサポーター養成講座等も開

催。 

 

第 14条 成年後見制度の利用促進等 

事  業 内  容 

成年後見制度利用支援 

 認知症等により判断能力が低下し、日常生活を営むことに支障がある高齢者等が、

より安全な日常生活を営むことができるよう、申立てを行う親族等がいない場合に、

市長が代わって申立て手続きを実施。また、必要に応じて申立て費用の助成や後見

人への報酬助成も行う。 

〔対象：認知症等の高齢者で、後見開始等審判請求を行う親族がいない人〕 

市民後見人養成講座 
 市民後見人制度とは、市民が認知症の人と近い目線で地域の身近な立場から後見

人となり、後見制度を支える仕組み。市民後見人を養成するための講座を開催。 

認知症後見プロジェク

ト 

高齢者の財産を守り生活支援をするためにモデル的に後見基金を活用し、成年後

見申立費用等の立替助成等の取組。 

 

第 15条 関係機関等との連携及び情報共有 

事  業 内  容 

認知症あんしんネット

ワーク会議 

 認知症家族会をはじめ、明石市内の認知症施策に関わる関係者が集まり、情報共

有や意見交換を行う。 

明石市医師会との認知

症施策に関する包括連

携協定 

 明石市と明石市医師会がそれぞれに持つ専門知識や機能を活かしながら、明石市

が進める認知症施策に関して更なる連携を図るよう協定を締結。 



- 24 - 

 

 

第 16条 非常時等の対応 

事  業 内  容 

避難行動要支援者名簿 

台風や大雨、地震などの大きな災害が起こった際に自分自身で身を守ることが困難 

な人（避難行動要支援者）を、迅速に支援するため、平常時より、本人の同意を得

て集めた地域の要援護者の基礎情報。この情報に基づき災害対応を行う。 

新型コロナウイルスの

ワクチン接種の同行支

援 

寄り添い支援サービスが提供する外出支援においては、新型コロナウイルスワクチ

ン接種の同行支援も対応可能とした。 

 

 


